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（趣旨） 

第１条 この要項は、教学マネジメント室規程（令和２年法人規程第１３号）第２条及び

第３条第５号の規定に基づき教学マネジメント室が行う全学的なファカルティ・ディベ

ロップメントの企画及び実施並びに部局におけるファカルティ・ディベロップメント活

動の支援（以下「全学ＦＤ」という。）並びに筑波大学学群学則（平成１６年法人規則

第１０号）第２８条の２第１項及び第２項並びに筑波大学大学院学則（平成１６年法人

規則第１１号）第３１条の３第１項の規定に基づき学群、学類、総合学域群、学術院、

研究群、専攻及び学位プログラム（以下「教育組織等」という。）が実施する授業（大

学院の教育組織にあっては「授業及び研究指導」）又は修学支援及び学生生活支援の内

容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（以下「部局ＦＤ」という。）に

関し、必要な事項を定めるものとする。 
 

（定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) ＦＤ活動 教員及び教育組織等の教育力向上を図るための研修及び研究の実施並

びに教育改善を図るための組織的な職能開発に向けた支援の体制を整える活動をい

う。 

(2) マクロレベルのＦＤ活動 教育組織等のマネジメントその他教育組織等の教育力

向上に関する全般的事項について、主として教育組織等の長を対象に実施するＦＤ活

動をいう。 

(3) ミドルレベルのＦＤ活動 カリキュラムその他教育組織等の教育力向上に関する

特定の事項について、主として教育組織等において当該事項を担当する教員を対象に

実施するＦＤ活動をいう。 

(4) ミクロレベルのＦＤ活動 教授法その他授業又は研究指導の内容及び方法の改善

に関する事項について、主として授業担当教員（研究指導の担当教員を含む。）を対

象に実施するＦＤ活動をいう。 

 

（目的） 

第３条 全学ＦＤ及び部局ＦＤは、マクロレベル、ミドルレベル及びミクロレベルのＦＤ



活動に分類される体系的かつ組織的なＦＤ活動を推進し、もって本学の教育の発展及び

学修の充実に資することを目的とする。 
 

（実施体制） 
第４条 全学ＦＤは、教学マネジメント室規程第９条に規定する教学マネジメント室に置

く教育力向上部門（以下「教育力向上部門」という。）が統括及び運営するものとし、

主としてマクロレベル及びミドルレベルのＦＤ活動を推進する。 
２ 部局ＦＤは、教育組織等ごとに部局ＦＤの推進に係る体制を定めて運営するものとし、

主としてミドルレベル及びミクロレベルのＦＤ活動を推進する。 
３ 前項に定めるもののほか、学類、体育専門学群、芸術専門学群、総合学域群、専攻及

び学位プログラム（次２項において「学位プログラム等」という。）は、それぞれ部局

ＦＤ担当教員を置くものとする。 
４ 前項の部局ＦＤ担当教員は、当該学位プログラム等におけるＦＤ活動の推進及び学内

のＦＤ活動に関する情報共有を行うとともに、教育力向上部門の部門長（次条において

「部門長」という。）及び構成員と連携し、筑波大学のＦＤ活動に関する業務を遂行す

る。 
５ 学位プログラム等が前２項の部局ＦＤ担当教員を選出又は変更したときは、教学マネ

ジメント室の室長に報告するものとする。 
 

（全学ＦＤ研修会） 

第５条 部門長は、第３条の目的に資するＦＤ活動であって、教育力向上部門その他の

組織が実施する全学的な教育力向上の効果が期待される研修会を、全学ＦＤ研修会と

して認定することができる。 

２ 部門長は、全学ＦＤ研修会の認定及び実施の状況について、年度ごとに公表しなけれ

ばならない。 

 

 （ＦＤ活動の検証と改善） 

第６条 教育力向上部門は全学ＦＤの状況を、教育組織等は部局ＦＤの状況を、それ

ぞれ定期的に検証するとともに、その結果を基にＦＤ活動の改善を図るよう努めな

ければならない。 

 

（ＦＤ活動情報の発信） 

第７条 教育力向上部門及び教育組織等は、当該組織が実施するＦＤ活動の情報につい

て学内外に広く発信するよう努めなければならない。 

 

（事務） 

第８条 全学ＦＤに関する事務は、関係する部課室の協力を得て、教育推進部教育機構



支援課において遂行する。 

２ 部局ＦＤに関する事務は、関係する部課室の協力を得て、当該教育組織等の対応する

事務組織において遂行する。 

 
   附 記 
この要項は、令和２年５月１９日から実施する。 
 

   附 記（令３．３．３１） 
この要項は、令和３年４月１日から実施する。 

 


